
萩テレワーク就業マッチング強化業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 
１．目的 

 

本業務は、萩への移住・定住を希望する若い世代に対し、テレワークによる就職・

就業の機会を提供することで、「萩へのテレワーク移住」の実現を図るものである。 

これに加え、育児・介護休業法等によるテレワーク普及の流れを捉え、市内企業の

柔軟な働き方導入を支援することで、子育て・介護世代の離職防止と地域への定着を

図り、これらを一体的に推進することで「萩テレワークライフビジョン」の具体化を

目指す。 

その達成に向け、「教育」「環境整備」「コミュニティ形成」「雇用創出」の４つの柱

を連動させ、テレワークの導入から定着までを総合的に支援することにより、多様な

働き方の普及と地域経済の活性化を両立させ、人口流出の抑制とＵＪＩターンの促進

を図ることを目的とする。 

 
２．業務の概要 

 

（１）業務の名称 

萩テレワーク就業マッチング強化業務 

 

（２）業務内容 

 別紙「萩テレワーク就業マッチング強化業務 仕様書」のとおり 

 

３．委託期間 

 
契約締結日から令和９年３月１９日（金）まで 

 
４．募集方法 

 
公募型プロポーザル方式により広く複数の事業者からその提案内容等を募集の上

比較検討し、業務の目的を最も効率的・効果的に達成することが見込まれる事業者を

選定する。 

 
５．業務の規模 

 



¥５，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 ※ただし、これは契約の際の予定価格を示すものではない。 

 
６．公募に関するスケジュール 

 
募集開始       令和８年５月 ８ 日（金） 
参加表明書提出締切  令和８年５月２２日（金）１７時【必着】 
参加資格確認結果通知 令和８年５月２９日（金） 
企画提案書提出締切  令和８年６月１９日（金）１７時【必着】 
プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

 令和８年７月 １ 日（水）（予定） 

審査結果通知     令和８年７月上旬頃 
契約締結       令和８年７月中旬頃 

 
７．参加資格 

 
参加者は、次に掲げる全ての条件に該当する者とする。 

 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当し

ないこと。 

（２）書類提出時において、国税及び地方税について滞納がないこと。（特別な理由

により延納、徴収猶予を承認されている場合を除く。） 

（３）業務を行うに当たり、法令等により官公庁等の許可又は登録を必要とする場合

において、その許可又は登録を受けていること。 

（４）経営に実質的に関与している者及び使用人が、暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団及び第

６号に規定する暴力団員に該当しないこと。 

（５）類似業務の実績があること。 

 
８．参加表明書の提出 

 

本プロポーザルに参加を希望する者は、下記により参加表明書を提出すること。 

 

（１）提出期限 令和８年５月２２日（金）１７時【必着】 

（２）提出方法 萩市産業政策課企業誘致推進室へ郵送又は持参 

（３）提出書類 

（ア）参加表明書（様式１） 

（イ）会社概要書（様式２） 



（４）提出部数 各１部 

 
９．参加資格確認結果通知 

 

（１）参加資格確認結果通知は令和８年５月２９日（金）までに通知する。 

（２）前号の決定について、通知の日の翌日から起算して５日以内（土日祝日を除く。）

に書面をもって市長に対し説明を求めることができる。 

 
１０．企画提案書の提出 

 

次に掲げる書類を揃え、令和８年６月１９日（金）１７時までに萩市産業政策課企

業誘致推進室まで郵送又は持参の方法で提出する【必着】。 

 

（１）企画提案書 正本１部、副本５部（表紙：様式４） 

 

Ａ４縦（Ａ３の場合はＡ４サイズに折りたたむ。）で、提案限度額の範囲内で実施

可能な提案項目、その他独自の企画等について提案する。 

企画提案書は、概ね次に掲げる項目に沿って作成すること。 

 
【企画提案書記載項目】 

 
項目１：基本的事項 
・会社の概要、業務スケジュールなど 

 
項目２：マッチングの提案 
・テレワーク業務提携企業（以下、登録企業という。）への働きかけの方法 
・本市在住者及び本市に移住就業を希望される方（以下、登録人材という。）への

働きかけの方法 
・独自のノウハウ、ネットワーク等の自社の強み 
・登録企業と登録人材のマッチング方法とマッチング後のフォローアップ方法 

 
項目３：実施体制 
・業務の実施体制（萩市内事業者の活用方法や連携体制を含む。） 

 
項目４：類似業務受託実績 
・他自治体における受託実績 

 
項目５：その他（自由提案） 



・その他ＰＲポイント など 

 
（注１）正本については「萩テレワーク就業マッチング強化業務企画提案書」と提出

年月日、事業者名を記載した表紙を付すこと。 
（注２）副本については審査に使用するため、名称及びロゴ等、提案者が特定できる

情報の使用は控えること。 

 
（２）見積書（任意様式） １部 

※見積書の記載は、企画・運営人件費、旅費交通費、通信運搬費、一般管理費、外

注費等の詳細を記載し、年間委託料分の見積りを提出すること。また、合計欄に

は消費税及び地方消費税相当額を含む金額を記載すること。 

 

１１．審査方法 

 

（１）プロポーザルの審査 

選定委員会を設置し、提案者による企画提案に基づくプレゼンテーション及びヒア

リングを行い、次の審査基準に基づいて採点する。 

※モニタースクリーンを使用してプレゼンテーションを行う場合は事前に連絡の

こと。 

※応募者多数の場合は提出書類をもとに事前に事務局審査を実施する場合がある。 

 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング日時及び審査結果の通知 

（ア）プレゼンテーション及びヒアリング日時は、各応募者へ書面で通知する。 

（イ）プロポーザル選定結果は、書面により全提案者に通知する。 

 
１２．審査基準 

 
審査における評価項目は次のとおり。 

 

評価項目 評価事項 配点 割合 

提案内容 

目的を達成できる内容となっているか。 ２０点 

７０％ 

本市の実情を把握し、既存の移住・定住施策や関連

事業と連携するなど、効果的かつ実現性のある内容

となっているか。 
２０点 

登録企業及び登録人材への働きかけ、マッチングの

手法、時期が適切であり、それぞれの目標を達成で

きる内容となっているか。 

２０点 



創意工夫・独自性があるか。 １０点 

実施体制 

業務を安定的かつ的確、迅速、誠実に実施すること

ができる実施体制が整っているか。また、萩市内事

業者との連携など、地域経済への貢献に配慮されて

いるか。 

１０点 
２０％ 

業務実績が豊富にあるか。 １０点 

コ ス ト 受託希望金額に対し、最大限の成果が期待できるか。 １０点 １０％ 

 

１３．受託候補者の選定 

 

受託候補者は、次のとおり選定する。 

 

（１）選定委員の採点の合計点数が最も高い事業者を受託候補者とする。 

（２）同点の場合には、再議のうえ出席委員の多数決により決定するものとする。 

（３）受託候補者選定結果通知は令和８年７月上旬頃に、事務局から提案者全てに対

して通知する。 

（４）最高の合計評価点を獲得した者であっても、点数が６０点未満の場合は、受託

候補者として選定しない。 

（５）提案者が１者であっても、獲得した評価点の合計が６０点以上の場合は、受託

候補者として選定する。 

（６）受託候補者とならなかった者は、通知の日の翌日から５日以内（土日祝日を除

く。）に市長に対し書面（様式任意）によりその理由を求めることができる。 

 

１４．契約手続について 

 

（１）受託候補者を選定したのち、企画提案内容の詳細について協議を行う。その後、

協議が整い次第、萩市会計規則に基づいて随意契約の手続を行うものとする。 

 

（２）本業務の契約は、受託候補者が提出する本見積書（候補者選定後の協議を経た

仕様書に基づくもの。参考見積書とは異なることに注意）の金額が、萩市が設定す

る予定価格以下となった場合に契約を締結するものとする。なお、受託候補者との

協議が整わないときは、次順位の提案者と順次協議及び契約に関する手続を行うこ

とができる。 

 

１５．質疑及び回答 

 

参加表明及び企画提案書の作成について質問がある場合は質問書（様式３）にて電

子メール又はＦＡＸにて受け付ける。 



各質問内容は取りまとめの上、質問の提出があった事業者（企画提案書についての

質問は全事業者）に対し回答期日までに電子メールまたはＦＡＸにて回答する。 

 

（１）参加表明に関するもの  質問期日 令和８年５月１５日（金）正午まで 

回答期日 令和８年５月２０日（水）まで 

 

（２）企画提案書に関するもの 質問期日 令和８年６月１２日（金）正午まで 

回答期日 令和８年６月１７日（水）まで 

 

１６．その他留意事項 

 

（１）提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものにつ

いては、その日本語の訳文を付記又は添付する。また、通貨は日本円とする。 

（２）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めない。 

（３）提出された企画提案書等については返却しない。 

（４）提出された提案書は、プロポーザルによる候補者の選定のために使用（複製等

含む。）し、提案者に無断で他の目的のために使用することはできないものとする。 

（５）企画提案書等について情報公開請求があった場合は、萩市情報公開条例に基づ

き、公開することがある。 

（６）本業務の全部又は主要な業務を一括して第三者に委託することを禁止する。業

務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ市の承諾を要する。 

（７）参加事業者が本プロポーザルを途中で辞退する場合にあっては、選定委員会開

催の前日までに市の担当課に文書で連絡のこと。 

（８）本プロポーザルにより選定された受託者候補者が、参加事業者の失格要件に該

当することが判明した場合又は辞退した場合は、次順位の参加事業者と契約締結交

渉することができる。 

（９）本件に参加するために要する一切の費用は、受託者の負担とする。 

 

１７．問い合わせ先 

 

〒７５８－８５５５ 山口県萩市大字江向５１０番地 

萩市商工観光部産業政策課企業誘致推進室（担当：二宮） 

電話：０８３８－２５－３８１１ 

ＦＡＸ：０８３８－２５－３４２０ 

Ｅ‐ｍａｉｌ：syoukou@city.hagi.lg.jp 


